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令和８年度少年の主張愛知県大会開催要領 
 

１ 趣 旨 

  中学生が、広い視野と柔軟な発想や創造性、物事を論理的に考える力や自らの主張を正し

く理解してもらう力などを身に付けるための契機とするとともに、青少年の健全育成に対す

る一般の理解を深めようとするものである。 

 

２ 主 催 

  愛知県、愛知県青少年育成県民会議、独立行政法人国立青少年教育振興機構 

 

３ 共 催 

  愛知県教育委員会、幸田町、幸田町教育委員会 

 

４ 後 援 

  名古屋市教育委員会、愛知県私学協会 

 

５ 県大会開催期日 

  令和８年８月１９日（水） 午後０時３０分～午後４時 

 

６ 会 場 

  幸田町民会館 さくらホール 

額田郡幸田町大字大草字丸山６０ 電話 ０５６４－６３－１１１１ 

 
７ 大会次第 

  １２：３０  開会式 

  １２：５０  発表（県内の中学生等の代表１４名による意見発表） 

  １４：５０  アトラクション 

  １５：３０  表彰式 

  １６：００  閉会 

 

８ 募集対象 

  県内の中学校、義務教育学校、特別支援学校中学部及び各種学校等（以下「中学校等」と

いう。）に在学する中学生及びそれに相応する学籍・年齢にあるもの（以下「中学生」という。）。 

  ※国籍は問わないが、日本語で発表できること。なお、作品は未発表、自作のものに限る。 

 

９ 主張の内容 

（１）社会や世界に向けての意見、未来への希望や提案など。 

（２）家庭、学校生活、社会（地域活動）及び身の回りや友達との関わりなど。 

（３）テレビや新聞などで報道されている少年の問題行動、大人や社会のさまざまな出来事に

対する意見や感想、提言など。 

   上記のような内容で、心からの思い、考えたことや感銘を受けたことなどを、少年らし

い自由でユニークに、飾り気のない言葉でまとめたもの。 
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１０ 応募手続 

（１）中学生 

   主張の内容を５分程度で発表できるように、Ａ４判４００字詰縦書原稿用紙４枚程度（題

名、学校名、学年、氏名を含め、４枚半を超えないこと。）にまとめ、在籍する中学校等へ

提出する。 

パソコン等も可とするが、上記用紙で原稿を作成すること。 

在籍する中学校等が、作文受付をしていない場合は、個人応募をすることができる。個

人応募の際は、作文に＜様式２＞を添えて直接郵送又は持参にて提出する。 

（２）中学校等 

校内大会等の方法により１点を選考（学校選考）の上、＜様式１＞を添えて提出する。 

（３）提出先 

  ア 中学校等の提出先（別添【図①】） 

市町村教育委員会、県教育事務所等又は愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課 

  イ 個人応募の提出先（別添【図②】） 

県民事務所等又は愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課 

 

１１ 中間選考手続 

（１）名古屋市以外の市町村教育委員会（別添【図①】） 

各中学校等から提出された作文に＜様式１＞を添えて、県教育事務所等が指定した期限

までに、県教育事務所等へ提出する。 

（２）県民事務所等（別添【図②】） 

個人で提出された作文をとりまとめ、中学校等ごとに１点を選考し、＜様式１＞を添え

て、６月１２日（金）までに、県教育事務所等へ提出する。 

（３）名古屋市教育委員会及び教育事務所等（別添【図①】【図②】） 

提出された作文を選考し、＜様式３＞にとりまとめの上、選考した作文及び＜様式１＞

とともに６月２２日（月）までに、県民事務所等又は愛知県県民文化局県民生活部社会活

動推進課へ提出する。 

（４）選考数 

選考数は次のとおりとする。 

 

    

 

 

 

 

ただし、選考数については、各ブロックの実情に応じて変更することができる（応募生

徒数１,０００人ごとに１点選考できることとし、最大２１点まで選考可能とする。）。 

 

  

提出された作文数（学校代表数） ブロック審査への選考数 

４０点(校)以上 １４点以内 

３０点(校)以上４０点(校)未満 １１点以内 

２０点(校)以上３０点(校)未満 ８点以内 

１０点(校)以上２０点(校)未満 ５点以内 

１０点(校)未満 ３点以内 
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１２ 審査手続 

（１） ブロック審査 

次の３ブロックに分けて作文審査を行い、Ａブロックについては５点、Ｂブロックにつ

いては５点、Ｃブロックについては３点を大会発表作文として選考する。 

 ただし、開催地を管内に含むブロックについては、選考点数をプラス１とする。したが

って、令和８年度はＢブロックをプラス１の６点とする。 

なお、この割り振りは、応募状況に応じて修正できるものとする。 

  Ａブロック ５点（尾張・名古屋地区）  ６月２９日（月） 

  Ｂブロック ６点（西三河地区）     ６月３０日（火） 

  Ｃブロック ３点（東三河地区）     ６月２６日（金） 

（２） 愛知県大会 

ブロック審査によって選考された１４名の中学生が発表し、その内容等を審査する。 

１３ 選考基準 

   各中学校等の校内選考から県大会までの選考にあたっての基準は次のとおりとする。   

   なお、作文審査のみの選考においては、論旨基準のみで選考する。 

（１） 論旨基準 

  ア 鋭い感性で、新鮮な主張であるか。 

  イ 自分の考えを自分自身の言葉で表現しているか。 

  ウ 個人の体験に基づき、社会に訴える主張であるか。 

  エ 提案や提言を実践しようとする意欲が感じられるか。 

  オ 論旨が一貫していて分かりやすいか。 

  カ 内容に共感・感動できるか。 

（２） 論調・態度 

  ア 共感と感銘を与えていたか。 

  イ 説得力のある話だったか。 

  ウ 熱意と迫力があったか。 

  エ 落ち着いて話していたか。 

  オ 聴衆に感動を与えていたか。 

１４ 表 彰 

県大会発表者１４名全員に奨励賞を、その中から最優秀賞（１名）、優秀賞（４名）を交

付する。各中学校等にて学校選考によって選ばれた中学生（県大会発表者以外）に対して

は努力賞を交付する。 

   また、幸田町立中学校の代表者で構成する「共感！」ジュニア選考委員会が選考する共

感賞（１名・他賞との重複可）を交付する。 

１５ その他  

（１）最優秀賞に選ばれた発表者は、１１月に東京で開催予定の全国大会出場候補者として、

独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長に推薦する。 

（２）応募したすべての作文の著作権は、愛知県に帰属する。 

（３）応募したすべての作文については返却しない。 

（４）県大会発表者の作文は、文集としてとりまとめて配布するとともに、社会活動推進課 Web

ページから文集を閲覧できるようにする。 

（５）県大会発表者及び努力賞受賞者については学校名・氏名等を公表する。 

（６）県大会当日は、事業者により動画配信を実施するとともに、大会終了後に社会活動推進

課 Web ページから配信した動画を閲覧できるようにする。 
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＜様式１＞中学校等応募用、県民事務所等とりまとめ用 

 

                 ふ り が な 

                 学 校 名      立         学校 

 

                 担当者氏名                   

１ 応募状況 

１校あたり作文を 

書いた人数 

左  の  内  訳 

１ 学 年 ２ 学 年 ３ 学 年 

     

     人       人       人       人 

 

２ 推薦作文 

※ 学校名及び氏名は、大会プログラム及び表彰状にそのまま記載しますので、 

略称や略字を使用しないで、正確に書いていただくようお願いします。 

 

（１）題 名 

 

 

（２）学 年 

 

 

（３）生徒氏名 

ふりがな  

氏 名                   

 

（４）作文内容（もっとも該当するもの１つに○をつけてください。） 

   ア 家 庭 生 活       カ 環 境 問 題 

   イ 学 校 生 活       キ 遊び・友だち・旅行 

   ウ 地 域 活 動       ク 社会や世界への意見 

  エ 福     祉       ケ 未来への希望・提案 

  オ 国際理解・国際交流     コ その他（               ） 

 

※中学校等は選考した作文１点に、この＜様式１＞を添えて提出する。 

※県民事務所等は個人応募の作文をとりまとめ、中学校等ごとに選考した作文１点に、この

＜様式１＞を添えて提出する。 
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＜様式２＞個人応募用（個人応募は、在籍する学校が作文受付をしていない場合に限る） 

 

                 ふりがな 

                 学 校 名      立         学校 

 

１ 提出作文 

※ 学校名及び氏名は、大会プログラム及び表彰状にそのまま記載しますので、 

略称や略字を使用しないで、正確に書いていただくようお願いします。 

 

（１）題 名 

 

 

（２）学 年 

 

 

（３）生徒氏名 

ふりがな  

氏 名                   

  

（４）作文内容（もっとも該当するもの１つに○をつけてください。） 

   ア 家 庭 生 活       カ 環 境 問 題 

   イ 学 校 生 活       キ 遊び・友だち・旅行 

   ウ 地 域 活 動       ク 社会や世界への意見 

  エ 福     祉       ケ 未来への希望・提案 

  オ 国際理解・国際交流     コ その他（               ） 

 

２ 連絡先 

（１）保護者氏名 

 

 

（２）住   所  

〒 

 

 

（３）電 話 番 号 

 

 

※個人応募の際、作文にこの＜様式２＞を添えて提出する。 
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＜様式３＞名古屋市教育委員会、教育事務所等とりまとめ用 

 

                        名 古 屋 市 教 育 委 員 会  

                        愛知県      教育事務所  

 （     支所・教育指導室） 

 

１ 応募状況 ※個人応募についても参加中学校等数、参加人数に加える 

市 

町 

村 

立 

管内中学校等数 参加中学校等数 参 加 人 数 左 の 内 訳 

校 校 人 

１学年 人 

２学年 人 

３学年 人 

そ 

の 

他 

参 加 中 学 校 等 数 参 加 人 数 左 の 内 訳 

校 人 

１学年 人 

２学年 人 

３学年 人 

   

２ 推薦作文の内容別件数（様式１の２（４）の総合計） 

 ア 家 庭 生 活   [    ] 点  カ 環 境 問 題   [    ] 点 

 イ 学 校 生 活   [    ] 点  キ 遊び・友だち・旅行   [    ] 点 

 ウ 地 域 活 動   [    ] 点  ク 社会や世界への意見   [    ] 点 

エ 福     祉   [    ] 点  ケ 未来への希望・提案   [    ] 点 

オ 国際理解・国際交流   [    ] 点       

 

コ そ  の  他 （主なもの） 
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＜ 参 考 ＞  過 去 の 開 催 状 況 

回   数 参加校数 応募点数 会   場 

第 １回（昭和５４年） １１０校    ３４４点 県産業貿易館 

第 ２回（昭和５５年）  ９３校 ２，７７７点 県中小企業センター 

第 ３回（昭和５６年） １５０校  ６，１８９点 県青少年公園 

第 ４回（昭和５７年） １３５校   ８，７８７点 豊橋市公会堂 

第 ５回（昭和５８年） １６８校 １４，６２７点 一宮市民会館 

第 ６回（昭和５９年） ２３６校 ３７，０１２点 豊田市民文化会館 

第 ７回（昭和６０年） ２３４校 ４８，６９０点 愛知文化講堂 

第 ８回（昭和６１年） ２５３校 ６３，３５９点 知多市勤労文化会館 

第 ９回（昭和６２年） ２４３校 ８１，６１７点 岡崎市竜美丘会館 

第１０回（昭和６３年） ２４３校 ８０，６１５点 蟹江中央公民館 

第１１回（平成 元年） ２６３校 ８３，０１２点 新城文化会館 

第１２回（平成 ２年） ２６３校 ７４，１８８点 春日井市民会館 

第１３回（平成 ３年） ２６５校 ７５，７４４点 足助町公民館 

第１４回（平成 ４年） ２６４校 ６８，３０１点 奥三河総合センター 

第１５回（平成 ５年） ２８３校 ６６，０８２点 県勤労会館 

第１６回（平成 ６年） ２８８校 ６６，００２点 小坂井町文化会館 

第１７回（平成 ７年） ２９４校 ６５，０９５点 常滑市民文化会館 

第１８回（平成 ８年） ２９５校 ６２，４４９点 刈谷市産業振興センター 

第１９回（平成 ９年） ２８５校 ６２，６１７点 甚目寺町中央公民館 

第２０回（平成１０年） ２７３校 ５９，５２２点 三好町勤労文化会館 

第２１回（平成１１年） ２７０校 ６０，５７５点 江南市民文化会館 

第２２回（平成１２年） ２６２校 ５２，５４４点 新城文化会館 

第２３回（平成１３年） ２６６校 ４８，３１３点 半田市福祉文化会館 

第２４回（平成１４年） ２７４校 ５１，４６９点 蒲郡市民会館 

第２５回（平成１５年） ２５９校 ４１，６４９点 愛知県女性総合センター 

第２６回（平成１６年） ２８２校 ４５，９２２点 知立市文化会館 

第２７回（平成１７年） ２７７校 ４９，７３７点 津島市文化会館 

第２８回（平成１８年） ２７６校 ４８，７０７点 豊田市民文化会館 

第２９回（平成１９年） ２９２校 ５１，７０２点 稲沢市民会館 

第３０回（平成２０年） ２９２校 ５１，６２２点 豊川市文化会館 

第３１回（平成２１年） ２９１校 ５６，２７３点 大府市勤労文化会館 

第３２回（平成２２年） ２９２校 ５４，３８６点 安城市民会館 

第３３回（平成２３年） ２９８校 ５４，１９１点 瀬戸市文化センター 

第３４回（平成２４年） ３０２校 ５３，９１４点 田原文化会館 

第３５回（平成２５年） ３１２校 ５４，９３７点 名古屋市中区役所ホール 

第３６回（平成２６年） ３０５校 ５４，２５１点 西尾市文化会館 

第３７回（平成２７年） ３０８校 ５３，５５０点 一宮市民会館 

第３８回（平成２８年） ３０７校 ５３，００６点 豊橋市公会堂 

第３９回（平成２９年） ３０８校 ５１，４７２点 愛西市文化会館 

第４０回（平成３０年） ３０３校 ５０，５７２点 碧南市芸術文化ホール 
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回   数 参加校数 応募点数 会   場 

第４１回（令和 元年） ３００校 ４７，４０６点 犬山市民文化会館 

第４２回（令和 ２年） ２１９校 ３１，９４０点 蒲郡市民会館※ 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催方法を映像審査に変更 

第４３回（令和 ３年） ２６２校 ３９，５１７点 東海市芸術劇場 

第４４回（令和 ４年） ２５９校 ３９，７１７点 刈谷市総合文化センター 

第４５回（令和 ５年） ２４５校 ３６，４３２点 尾張旭市文化会館 

第４６回（令和 ６年） ２４７校 ３５，３１２点 新城地域文化広場 

第４７回（令和 ７年） ２４０校 ３３，８３１点 名古屋市中区役所ホール 

 



（別添） 

応募作文提出ルート及び締切期日 

【図①】中学校等が提出する場合（学校選考により１点選考して提出） 

応

募

者

在

籍

中

学

校

等

名古屋市以外
の市町村立

市町村
教育員会

名古屋市外の
国立/県立（附属中含む）/

私立/各種学校等

名古屋市内の
国立/県立（附属中含む）/

私立/各種学校等

名古屋市立

学校所在地域
県教育事務所等

(下記提出先参照)

東三河総局/
新城設楽振興事務所/

各県民事務所

愛知県県民文化局
県民生活部

社会活動推進課
名古屋市教育委員会

生涯学習課
 

※県教育事務所への提出期限は、各県教育事務所からの通知文等に記載の期限とする。 

 

国立、県立、私立、各種学校等の作文提出先（市町村立中学校等の提出先は各市町村教育委員会）   

学 校 所 在 地 域 提  出  先 

名古屋市 

愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課 

〒460-8501  

名古屋市中区三の丸 3-1-2 

一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、 

小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、 

日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、 

愛知郡、西春日井郡、丹羽郡 

尾張教育事務所 

〒460-0001  

名古屋市中区三の丸 2-6-1 

津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 

海部教育事務所 

〒496-8534 

津島市西柳原町 1-14 

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、 

知多郡 

知多教育事務所 

〒475-0903 

半田市出口町 1-36 

岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、 

西尾市、知立市、高浜市、みよし市、額田郡 

西三河教育事務所 

〒444-0860 

岡崎市明大寺本町 1-4 

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 

東三河教育事務所 

〒440-0806 

豊橋市八町通 5-4 

新城市 

東三河教育事務所新城設楽支所 

〒441-1365 

新城市石名号 20-1 

北設楽郡 

東三河教育事務所新城設楽支所設楽教育指導室 

〒441-2301 

北設楽郡設楽町田口字小貝津 6-2 

6/22 

6/22 

6/12 

6/12 

6/12 
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【図②】個人応募の場合（中学生が直接郵送又は持参にて提出） 

応

募

者

名古屋市外
の学校に在籍

学校所在地域
県教育事務所等

東三河総局/
新城設楽振興事務所/

各県民事務所

愛知県県民文化局
県民生活部

社会活動推進課

東三河総局/
新城設楽振興事務所/

各県民事務所
（下記提出先参照）

名古屋市内
の学校に在籍

 

 

個人応募の作文提出先 

学 校 所 在 地 域 提  出  先 

名古屋市 

愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課 

〒460-8501  

名古屋市中区三の丸 3-1-2 

一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、 

小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、 

日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、 

愛知郡、西春日井郡、丹羽郡 

尾張県民事務所総務県民課 

〒460-0001  

名古屋市中区三の丸 2-6-1 

津島市、愛西市、弥富市、 

あま市、海部郡 

海部県民事務所県民防災安全課 

〒496-8534 

津島市西柳原町 1-14 

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、 

知多郡 

知多県民事務所県民防災安全課 

〒475-0903 

半田市出口町 1-36 

岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、 

西尾市、知立市、高浜市、みよし市、額田郡 

西三河県民事務所総務県民課 

〒444-0860 

岡崎市明大寺本町 1-4 

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 

東三河総局県民環境部総務県民課相談グループ 

〒440-0806 

豊橋市八町通 5-4 

新城市、北設楽郡 

新城設楽振興事務所県民防災安全課 

〒441-1365 

新城市石名号 20-1 
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